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食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
に
よ
る
改
正
関
係
）

一

目
的
の
改
正

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な
規
制
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
に
よ
り
、
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
も
っ
て
国
民
の
健
康
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
改

め
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

国
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
の
責
務

国
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、
教
育
活
動
及
び
広
報
活
動
を
通
じ
た
食
品
衛
生
に
関
す

１
る
正
し
い
知
識
の
普
及
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
研
究
の

推
進
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
検
査
の
能
力
の
向
上
並
び
に
食
品
衛
生
の
向
上
に
か
か
わ
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

国
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
施
策
が
総
合
的
か
つ
迅
速
に
実
施

さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
項
関
係
）



- 2 -

３

国
は
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
並
び
に
研
究
並
び
に
輸
入
さ
れ
る
食
品
、
添
加

物
、
器
具
及
び
容
器
包
装
に
つ
い
て
の
食
品
衛
生
に
関
す
る
検
査
の
実
施
を
図
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
国
際
的
な

連
携
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
（
以

下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
必
要
な
技
術
的
援
助
を
与
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

三

食
品
等
事
業
者
の
責
務

１

食
品
等
事
業
者
（
食
品
若
し
く
は
添
加
物
を
採
取
し
、
製
造
し
、
輸
入
し
、
加
工
し
、
調
理
し
、
貯
蔵
し
、
運
搬
し

、
若
し
く
は
販
売
す
る
こ
と
若
し
く
は
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
販
売
す
る
こ
と
を

営
む
人
若
し
く
は
法
人
又
は
学
校
、
病
院
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
継
続
的
に
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
食
品
を

供
与
す
る
人
若
し
く
は
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
採
取
し
、
製
造
し
、
輸
入
し
、
加
工
し
、
調
理
し
、

貯
蔵
し
、
運
搬
し
、
販
売
し
、
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
授
与
し
、
又
は
営
業
上
使
用
す
る
食
品
、
添
加
物
、
器

具
又
は
容
器
包
装
（
以
下
「
販
売
食
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
安
全
性
を
確

保
す
る
た
め
、
販
売
食
品
等
の
安
全
性
の
確
保
に
係
る
知
識
及
び
技
術
の
習
得
、
販
売
食
品
等
の
原
材
料
の
安
全
性
の

確
保
、
販
売
食
品
等
の
自
主
検
査
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
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る
こ
と
。
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

２

食
品
等
事
業
者
は
、
販
売
食
品
等
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当

該
食
品
等
事
業
者
に
対
し
て
販
売
食
品
等
又
は
そ
の
原
材
料
の
販
売
を
行
っ
た
者
の
名
称
そ
の
他
必
要
な
情
報
に
関
す

る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

３

食
品
等
事
業
者
は
、
販
売
食
品
等
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
２
の
記
録
の
国
、

都
道
府
県
等
へ
の
提
供
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
っ
た
販
売
食
品
等
の
廃
棄
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
適
確

か
つ
迅
速
に
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
三
項
関
係
）

新
開
発
食
品
等
の
販
売
禁
止

四
１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
般
に
食
品
と
し
て
飲
食
に
供
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
当
該
物
の
通
常
の
方
法
と
著
し
く
異

な
る
方
法
に
よ
り
飲
食
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
確
証
が
な
く
、

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を

聴
い
て
、
そ
の
物
を
食
品
と
し
て
販
売
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
二
項

関
係
）
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２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
食
品
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
人
の
健
康
に
係
る
重
大
な
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
被
害
の
態
様
か
ら
み
て
当
該
食
品
に
当
該
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
般
に
飲
食
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
物
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
食
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
三
項
関
係
）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
１
及
び
２
の
禁
止
に
係
る
物
又
は
食
品
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
禁
止
の
全
部
又
は
一
部
を
解
除
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
四
項
関
係
）

五

販
売
等
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
獣
畜
の
疾
病
等

１

食
品
と
し
て
販
売
し
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
採
取
し
、
加
工
し
、
使
用
し
、
調
理
し
、
貯
蔵
し
、
若
し

く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
肉
等
を
、
と
畜
検
査
の
対
象
の
疾
病
若
し
く
は
異
常
、

食
鳥
検
査
の
対
象
の
疾
病
若
し
く
は
異
常
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
若
し
く
は
異
常
が
あ
り
、
又
は
そ
の

疑
い
が
あ
る
獣
畜
又
は
家
き
ん
の
肉
等
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
第
一
項
関
係
）
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２

販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
食
品
と
し
て
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
獣
畜
及
び
家
き
ん
の
肉
等
を
、
輸
出

国
の
政
府
機
関
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
１
に
該
当
す
る
肉
等
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書
等
を
添
付
し
た
も
の
以
外

の
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
第
二
項
関
係
）

六

残
留
農
薬
等
に
係
る
基
準
等

１

農
薬
、
飼
料
添
加
物
及
び
動
物
用
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら

か
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
質
を
除
く
。
）
が
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
量
を
超
え
て
残
留
す
る
食
品
は
、
こ
れ
を
販
売
の

用
に
供
す
る
た
め
に
製
造
し
、
輸
入
し
、
加
工
し
、
使
用
し
、
調
理
し
、
保
存
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
物
質
の
当
該
食
品
に
残
留
す
る
量
の
限
度
に
つ
い
て
第
十
一
条
第
一
項
の
食
品
の
成
分

に
係
る
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。
（
第
十
一
条
第
三
項
関
係
）

２

厚
生
労
働
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
食
品
に
残
留
す
る
飼
料
添
加
物
及
び
動
物
用
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
の
量
の
限
度
を
定
め

る
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）
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七

総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程

総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
に
係
る
承
認
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ

ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
関
係
）

八

監
視
指
導
指
針

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
が
行
う
食
品
衛
生
に
関
す
る
監
視
又
は
指
導
（
以
下
「
監
視
指
導
」
と
い
う

。
）
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
指
針
の
内
容
、
変
更
及

び
公
表
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
関
係
）

九

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
針
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
翌
年
度
の
食
品
、
添
加
物
、
器
具
及
び
容
器
包
装
の
輸
入
に
つ
い

て
国
が
行
う
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と

す
る
と
と
も
に
、
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
の
内
容
、
変
更
及
び
公
表
並
び
に
当
該
計
画
の
実
施
の
状
況
の
公
表
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
関
係
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
食
品
衛
生
監
視
員
に
食
品
、
添
加
物
、
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器
具
及
び
容
器
包
装
の
輸
入
に
係
る
監
視
指
導
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
第
三
項
関
係
）

十

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画

１

都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）

は
、
指
針
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
翌
年
度
の
当
該
都
道
府
県
等
が
行
う
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
都

道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県

等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
内
容
、
変
更
及
び
公
表
並
び
に
当
該
計
画
の
実
施
の
状
況
の
公
表
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
関
係
）

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
食
品
衛
生
監
視
員
に
監

視
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
第
二
項
関
係
）

十
一

命
令
検
査
の
対
象
食
品
等

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又

は
容
器
包
装
に
つ
い
て
、
対
象
品
目
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
関
係
）
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十
二

収
去
食
品
等
の
試
験
事
務
の
登
録
検
査
機
関
へ
の
委
託

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
等
は
、
収
去
し
た
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
の
試
験
に
関
す
る
事
務

を
登
録
検
査
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
第
四
項
関
係
）

十
三

登
録
検
査
機
関

命
令
検
査
を
実
施
す
る
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
現
行
の
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
指
定
制
度
を
登
録
制
度
に
改
め
、
民
法

法
人
以
外
の
法
人
も
検
査
機
関
と
し
て
登
録
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
検
査
機
関
の
登
録
及
び
そ
の
取
消

、
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
そ
の
他
登
録
検
査
機
関
の
義
務
、
登
録
検
査
機
関
の
検
査
業
務
、
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
検
査

機
関
に
対
す
る
監
督
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
関
係
）

十
四

食
品
衛
生
管
理
者

１

総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
を
受
け
た
施
設
に
つ
い
て
、
食
品
衛
生
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
第
一
項
関
係
）

２

食
品
衛
生
管
理
者
は
、
施
設
に
お
い
て
そ
の
管
理
に
係
る
食
品
又
は
添
加
物
に
関
し
て
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
の
違
反
の
防
止
及
び
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
、
当
該
施
設
に
お
け
る
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衛
生
管
理
の
方
法
そ
の
他
の
食
品
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
す
る
と
と
も
に
、
営
業
者
に
対
し
必

要
な
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
第
四
項
関
係
）

３

営
業
者
は
、
そ
の
施
設
に
食
品
衛
生
管
理
者
を
置
い
た
と
き
は
、
２
に
よ
る
食
品
衛
生
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
第
五
項
関
係
）

４

食
品
衛
生
管
理
者
に
係
る
養
成
施
設
及
び
講
習
会
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
指
定
制
度
を
登
録
制
度
に
改

め
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
第
六
項
及
び
第
四
十
九
条
関
係
）

十
五

輸
入
業
者
に
対
す
る
営
業
禁
停
止
処
分

厚
生
労
働
大
臣
は
、
営
業
者
（
食
品
、
添
加
物
、
器
具
及
び
容
器
包
装
を
輸
入
す
る
人
又
は
法
人
に
限
る
。
）
が
こ
の

法
律
の
関
係
規
定
に
違
反
し
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
禁
止
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
停

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
五
条
第
二
項
関
係
）

十
六

保
健
所
長
に
よ
る
調
査
及
び
報
告

保
健
所
長
が
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
、
現
行
の
医
師
か
ら
届
出
を
受
け
た
と
き
に
加
え
、
そ
の
他
食

中
毒
患
者
等
が
発
生
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
調
査
結
果
等
に
係
る
都
道
府
県
知
事
等
及
び
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厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
報
告
に
関
し
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
八
条
関
係
）

十
七

大
規
模
・
広
域
な
食
中
毒
の
発
生
時
等
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
調
査
の
要
請
等

厚
生
労
働
大
臣
は
、
食
中
毒
患
者
等
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
又
は
食
中
毒
患
者
等
が
広
域
に
わ
た
り
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
食
品
衛

生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
食
中
毒

の
原
因
を
調
査
し
、
調
査
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
条
関
係
）

十
八

国
民
等
の
意
見
の
聴
取

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
開
発
食
品
等
の
販
売
禁
止
、
販
売
等
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
獣
畜
の
疾
病
、
添
加
物
等
の
販

売
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
、
食
品
等
の
規
格
基
準
、
食
品
等
の
表
示
基
準
、
指
針
、
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
等
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
趣
旨
、
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
公
表
し
、
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
意
見
を

求
め
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
）
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２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
趣
旨
、
内
容
そ

の
他
の
必
要
な
事
項
を
公
表
し
、
広
く
住
民
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
四
条

第
二
項
関
係
）

３

厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
等
は
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
施
策
に
国
民
又
は
住
民
の
意
見
を
反
映
し
、
関
係

者
相
互
間
の
情
報
及
び
意
見
の
交
換
の
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該
施
策
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施

策
に
つ
い
て
広
く
国
民
又
は
住
民
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
五
条
関
係
）

十
九

罰
則

法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
の
業
務
に
関
し
て
、
表
示
義
務
違
反
行
為
を

し
た
場
合
等
に
つ
い
て
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
法
人
に
対
し
て
一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
九
条
ま
で
関
係
）

二
十

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

と
畜
場
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
よ
る
改
正
関
係
）

、
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一

題
名
の
改
正

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
と
畜
場
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

二

目
的
の
改
正

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
と
畜
場
の
経
営
及
び
食
用
に
供
す
る
た
め
に
行
う
獣
畜
の
処
理
の
適
正
の
確
保
の
た
め
に
公
衆

衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な
規
制
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
国
民
の
健
康
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
改
め
る
こ
と
。
（

第
一
条
関
係
）

三

国
、
都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
責
務

国
、
都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
は
、
家
畜
の
生
産
の
実
態
及
び
獣
畜
の
疾
病
の
発
生
の
状
況
を
踏
ま
え
、

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
食
用
に
供
す
る
た
め
に
行
う
獣
畜
の
処
理
の
適
正
の
確
保
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

四

と
畜
場
の
衛
生
管
理
及
び
獣
畜
の
と
さ
つ
及
び
と
畜
業
者
等
の
講
ず
べ
き
衛
生
措
置

１

と
畜
場
の
設
置
者
又
は
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
と
畜
場
を
衛
生
的
に
管
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）
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２

と
畜
業
者
そ
の
他
獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
を
行
う
者
（
以
下
「
と
畜
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
と
畜
場
内
に
お

い
て
獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
を
行
う
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解

体
を
衛
生
的
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

五

衛
生
管
理
責
任
者

１

と
畜
場
の
管
理
者
（
と
畜
場
の
管
理
者
が
い
な
い
と
畜
場
に
あ
っ
て
は
、
と
畜
場
の
設
置
者
）
は
、
自
ら
衛
生
管
理

責
任
者
と
な
っ
て
管
理
す
る
と
畜
場
を
除
き
、
と
畜
場
を
衛
生
的
に
管
理
さ
せ
る
た
め
、
と
畜
場
ご
と
に
、
衛
生
管
理

責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

２

衛
生
管
理
責
任
者
は
、
と
畜
場
の
衛
生
管
理
に
関
し
て
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に

係
る
違
反
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
と
畜
場
の
構
造
設
備
を
管
理
し
、
そ
の
他
必
要
な
注
意
を
す
る
と
と
も
に
、
と
畜

場
の
設
置
者
又
は
管
理
者
に
対
し
必
要
な
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
二
項
及

び
第
三
項
関
係
）

３

と
畜
場
の
設
置
者
又
は
管
理
者
は
、
２
に
よ
る
衛
生
管
理
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
。
（
第
七
条
第
四
項
関
係
）
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４

衛
生
管
理
責
任
者
の
資
格
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
八
条

関
係
）

六

作
業
衛
生
責
任
者

１

と
畜
業
者
等
は
、
自
ら
作
業
衛
生
責
任
者
と
な
っ
て
管
理
す
る
と
畜
場
を
除
き
、
獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
を
衛
生

的
に
管
理
さ
せ
る
た
め
、
と
畜
場
ご
と
に
、
作
業
衛
生
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第

十
条
第
一
項
関
係
）

２

五
の
２
か
ら
４
ま
で
は
、
作
業
衛
生
責
任
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
第
二
項
関
係
）

七

と
畜
場
外
に
お
け
る
獣
畜
の
と
さ
つ

と
畜
場
外
に
お
い
て
獣
畜
の
と
さ
つ
が
で
き
る
場
合
の
う
ち
、
遠
洋
航
路
を
航
行
す
る
船
舶
内
で
船
員
、
船
客
等
の
食

用
に
供
す
る
目
的
で
と
さ
つ
す
る
場
合
を
削
除
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
一
項
関
係
）

八

と
畜
検
査
中
の
獣
畜
の
肉
等
の
と
畜
場
外
へ
の
持
ち
出
し
に
係
る
例
外

と
畜
場
内
で
解
体
さ
れ
た
獣
畜
の
肉
、
内
臓
、
血
液
、
骨
及
び
皮
に
つ
い
て
、
と
畜
検
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
都
道
府
県
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
市
。
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
が
持
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ち
出
す
と
き
、
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
の
有
無
の
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を

設
置
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
九
、
十
二
及
び
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
得
て
獣
畜
の
皮
を
持
ち
出
す
と

き
そ
の
他
の
衛
生
上
支
障
が
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
と
畜
場
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
三
項
関
係
）

九

都
道
府
県
知
事
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
と
畜
検
査

と
畜
検
査
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
疾
病
の
有
無
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道

府
県
知
事
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
第
五
項
関
係
）

十

と
畜
検
査
の
検
査
対
象
疾
病
等

と
畜
検
査
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
規
定
す
る
家
畜
伝
染
病
、
届
出
伝
染
病
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病

並
び
に
潤
滑
油
の
付
着
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四

条
第
六
項
関
係
）

十
一

と
畜
検
査
員

都
道
府
県
に
置
か
れ
る
と
畜
検
査
員
に
関
し
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
十
九
条
第
一
項
関
係
）
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十
二

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
く
検
査
及
び
指
導

都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
と
畜
検
査
員
に
と
畜
検
査
の

事
務
等
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
第
二
項
関
係
）

十
三

厚
生
労
働
大
臣
の
調
査
の
要
請
等

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
の
十
七
の
要
請
を
行
っ
た
場
合
そ
の
他
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
と
畜
検
査
、
報
告
徴
収
の
実
施
等
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
関
係
）

十
四

国
民
の
意
見
の
聴
取

厚
生
労
働
大
臣
は
、
と
畜
検
査
の
対
象
疾
病
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
趣
旨
、
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
事

項
を
公
表
し
、
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た

め
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
意
見
を
求
め
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
、
広
く

国
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
関
係
）

十
五

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
連
携
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厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
食
用
に
供
す
る
た
め
に
行
う
獣
畜
の
処

理
の
適
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。
（
第
二
十
二
条
関
係
）

十
六

罰
則

法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
の
業
務
に
関
し
て
、
許
可
な
く
と
畜
場
を
設

置
し
た
場
合
等
に
つ
い
て
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
法
人
に
対
し
て
一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
こ
と
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）

十
七

そ
の
他

「

畜
」
、
「

殺
」
、

の
用
語
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

と

と

「
こ
ん
虫
」
等

、

、

、
、

第
三

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
七
条
及
び
第
八
条
に
よ
る
改
正
関
係
）

一

目
的
の
改
正

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
食
鳥
処
理
の
事
業
に
つ
い
て
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な
規
制
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
食
鳥
検
査
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
も
っ
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て
国
民
の
健
康
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
改
め
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

国
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
の
責
務

国
、
都
道
府
県
等
は
、
家
き
ん
の
生
産
の
実
態
及
び
食
鳥
の
疾
病
の
発
生
の
状
況
を
踏
ま
え
、
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る

衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
の

二
関
係
）

三

食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者

１

食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
は
、
食
鳥
処
理
に
関
し
て
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
係
る

違
反
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
食
鳥
処
理
場
の
構
造
設
備
を
管
理
し
、
そ
の
他
必
要
な
注
意
を
す
る
と
と
も
に
、
食
鳥

処
理
業
者
に
対
し
必
要
な
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関

係
）

２

食
鳥
処
理
業
者
は
、
１
に
よ
る
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
第
四
項
関
係
）

３

食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
に
係
る
養
成
施
設
及
び
講
習
会
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
指
定
制
度
を
登
録
制
度
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に
改
め
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
七
項
関
係
）

四

食
鳥
検
査
の
検
査
対
象
疾
病
等

食
鳥
検
査
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
規
定
す
る
家
畜
伝
染
病
、
届
出
伝
染
病
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病

並
び
に
潤
滑
油
の
付
着
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五

条
第
四
項
関
係
）

五

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
く
検
査
及
び
指
導

都
道
府
県
知
事
等
は
、
都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
が
指
定

す
る
者
に
食
鳥
検
査
の
事
務
等
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
第
二
項
関
係
）

六

厚
生
労
働
大
臣
の
調
査
の
要
請
等

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
の
十
七
の
要
請
を
行
っ
た
場
合
そ
の
他
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防

止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
食
鳥
検
査
、
報
告
徴
収

の
実
施
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
関
係
）

七

国
民
の
意
見
の
聴
取
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厚
生
労
働
大
臣
は
、
食
鳥
検
査
の
対
象
疾
病
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
趣
旨
、
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
事

項
を
公
表
し
、
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発

生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
意
見
を
求
め
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
、

遅
滞
な
く
、
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
の
二
関
係
）

八

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
連
携

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害

の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

と
。
（
第
四
十
条
の
三
関
係
）

九

罰
則

法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
の
業
務
に
関
し
て
、
許
可
な
く
食
鳥
処
理
場

を
設
置
し
た
場
合
等
に
つ
い
て
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
法
人
に
対
し
て
一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
こ
と
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
第
四
十
五
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
関
係
）

十

そ
の
他
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そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

食
品
衛
生
法
及
び
栄
養
改
善
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
既
存
添
加
物
名
簿
に
そ
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
添
加
物
に
つ
い
て
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
添
加
物
の
名
称
を
既
存
添
加
物
名

簿
か
ら
消
除
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
の
二
関
係
）

二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
既
存
添
加
物
名
簿
に
そ
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
添
加
物
に
つ
い
て
、
そ
の
販
売
、
製
造
、
輸

入
、
加
工
、
使
用
、
貯
蔵
及
び
陳
列
の
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
添
加
物
並
び
に
こ
れ
を
含
む
製
剤
及
び
食
品
が
現
に
販
売

の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
添
加
物
の
名
称
を
記
載
し
た
表
を
公
示
し
、
六
月
間
の
訂
正
の
申
出

期
間
を
経
た
後
に
、
当
該
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
添
加
物
を
既
存
添
加
物
名
簿
か
ら
消
除
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（

附
則
第
二
条
の
三
関
係
）

三

一
又
は
二
に
よ
り
、
既
存
添
加
物
名
簿
か
ら
そ
の
名
称
が
消
除
さ
れ
た
添
加
物
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
第
十
条
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

一
に
よ
る
消
除
を
行
お
う
と
す
る
と
き
の
国
民
の
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
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行
う
こ
と
。

第
五

施
行
期
日
等
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第

一
条
関
係
）

第
二
の
八

公
布
の
日

１２

第
一
の
五
、
七
、
十
二
、
十
三
及
び
十
四
の
４
、
第
二
の
四
及
び
十
並
び
に
第
三
の
三
の
３
及
び
四

公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

３

第
一
の
九
の
２
及
び
十
の
２
、
第
二
の
十
一
及
び
十
二
並
び
に
第
三
の
五

平
成
十
六
年
四
月
一
日

４

第
一
の
六

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
附
則
第
三
十
五
条
ま
で
関
係
）


